
令和元年度小学校通学路対策一覧表

道路 警察 学校 道路 警察 学校

1 上の段の交差点

・「上の段」の三叉路のひとつに「歩行者用信号機」がありま
せん。我が子は「車用の信号機を見て渡る」ということがわか
らず、「車が通っていない時に、手を挙げて渡る」と言っていた
ので、ちょっと危ないなあと思いました。観光客も増えていま
すし、「歩行者用信号機」を取り付けることを検討していただけ
ないでしょうか。
　
・「上の段」の交差点の黄色い旗が、ほとんどありませんでし
た。だいぶ前ですが、飛ばされて近くに落ちていたこともあり
ました。定期的に点検した方が良いのではと思います。
　
・「上の段」の信号がなくて渡りづらい。手を挙げて、自力で安
全確認して渡らなければならず、低学年にとっては危険を感
じます。「歩行者用の信号」を付けていただくか、歩行者と車
の分離式の信号にしていただくかすると良いと思います。
　
・「上の段」の鋭角の交差点を右折する車（観光バス）があり
危険です。（左折する車もあります）　また、押しボタン式の信
号機ではなくなりましたので、渡りづらいし危険である。
　
・基本的には使わないことになっている箇所だが、直進車と左
折車がいるので注意が必要。

国道
町道

・富士吉田方面からきたと
き、河口湖駅に向かう方に
設置されている横断歩道
へ歩行者用信号機の設置

警察
町道路管理者

・歩行者用信号の設置 〇

2
河口地区バイパス、ローソン
近くの横断歩道

通行量が多い。トンネルから下り坂になっているためかスピー
ドを出している車が多い。横断のため待っていても止まらない
車が多い。横断が危険。

県道
町道

信号機設置
県道路管理者
町道路管理者
学校

・再度、河口小学校及び河口湖北中学校のへ児
童・生徒への注意喚起を周知する。
・黄色い旗の箱を横断歩道近くに移設
・警察の見回り
・ボラードの設置

〇

3
主要地方道路河口湖精進線
(県道21号）浅原バス停

浅原バス停でバスに乗車する際、手前がカーブになってお
り、見辛く運転手が気づきにくい。

県 道
注意喚起の表示板等の設
置乗車場所の変更

学校

・学校からバス会社へバス乗車場所について相談
し見通しが良い場所での乗車をお願いする。

〇

4 国道137号　浅川
歩道が片側にしか整備されておらずかつ歩道幅員も狭小な
ため、両側に歩道整備をしてほしい

国道 歩道整備 県道路管理者 ・歩道の整備 〇 〇
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